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一　

本
稿
の
背
景
と
目
的

　

一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
一
〇
月
に
開
校
し
た
東
京
専
門
学
校
へ
の
留
学
生
、
と
り
わ
け
開
校
直
後
の
留
学
生
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
多
く
の
書
物
等
で
さ
ま
ざ
ま
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
き
た
。
東
京
専
門
学
校
に
学
ん
だ
最
初
の
卒
業
生
に
つ
い
て
は
、『
早
稲
田
大
学

百
年
史
』（
以
後
『
百
年
史
』
と
略
す
）
に
お
い
て
、〝
学
籍
簿
で
確
認
で
き
る
〞
と
い
う
限
定
付
き
で
、
一
八
九
七
年
（
明
治
三
〇
）
に
邦

語
政
治
科
を
卒
業
し
た
洪
奭
鉉
が
そ
れ
で
あ
る
と
断
定
し
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
在
籍
経
験
者
が
学
籍
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
特
に
、
開
校
直
後
の
時
期
に
お
い
て
は
、
学
籍
簿
を
含
め
た
関
連
資
料
の
不
備
に
よ
っ
て
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。

ま
た
、
東
京
専
門
学
校
に
初
め
て
在
籍
し
た
留
学
生
に
つ
い
て
、『
百
年
史１
』
で
は
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
記
事
を
根
拠
に
以
下
の
よ
う

に
記
述
し
て
い
る
。

一
八
八
四
年
の
東
京
専
門
学
校
朝
鮮
人
留
学
生
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト

　

檜　

皮　

瑞　

樹
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明
治
一
七
年
九
月
一
三
日
号
の
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
「
同
校
へ
は
朝
鮮
人
二
名
政
治
科
志
願
に
て
入
校
せ
し
と
云
ふ
」
と
の
記
事
に
伝
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
両
学
生
の
入
学
後
の
消
息
は
遺
憾
な
が
ら
詳
ら
か
に
し
得
な
い

　

一
八
八
四
年
に
東
京
専
門
学
校
に
入
学
し
た
朝
鮮
人
留
学
生
の
存
在
に
つ
い
て
は
、『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
記
事
が
紹
介
さ
れ
る
の
み

で
、
実
在
し
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、『
百
年
史
』
編
纂
後
に
お
い
て
も
、
一
八
八
四
年
の
朝
鮮
人
留
学
生
に
関

す
る
調
査
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
二
人
の
朝
鮮
人
留
学
生
に
関
す
る
学
術
的
な
研
究
成
果
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

　

一
方
で
、『
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
早
稲
田
大
学２
』
に
お
い
て
は
、
最
初
の
留
学
生
に
つ
い
て
、「
と
こ
ろ
で
、
早
稲
田
に
学
ん
だ
最
初
の
外
国

人
学
生
は
、
朝
鮮
か
ら
の
留
学
生
で
あ
る
。
学
籍
簿
に
よ
れ
ば
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
一
〇
月
五
日
、
金
漢
３
と
い
う
朝
鮮
籍
の

学
生
が
英
学
科
に
入
学
し
て
い
る
」
と
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
の
一
八
八
五
年
に
入
学
し
た
朝
鮮
人
留
学
生
に
関
す
る
記
述
は
、『
百
年
史
』
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、『
百
年
史
』

の
叙
述
を
大
き
く
塗
り
か
え
る
研
究
成
果
と
し
て
評
価
し
て
よ
い
。
し
か
し
、
資
料
的
な
根
拠
の
提
示
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
当
該
人

物
に
つ
い
て
の
追
加
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
一
八
八
五
年
に
在
籍
し
た
金
漢

と
い
う
朝
鮮
人
留
学
生
の
存
在
に
つ
い

て
は
、
学
内
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
東
京
専
門
学
校
へ
の
初
期
留
学
生
に
関
す
る
研
究
は
、
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
で
は
大
学

史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
資
料
、
及
び
学
内
文
書
を
用
い
た
再
調
査
の
成
果
を
中
心
に
、
一
八
八
〇
年
代
前
半
の
東
京
専
門
学
校
初
期
留
学

生
に
関
す
る
基
礎
的
デ
ー
タ
を
公
表
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
学
を
最
初
に
卒
業
し
た
朝
鮮
人
留
学

生
・
洪
奭
鉉
の
入
学
年
に
関
し
て
も
、『
百
年
史
』
の
叙
述
に
誤
り
が
確
認
さ
れ
た
。
第
二
の
目
的
は
、
東
京
専
門
学
校
の
初
期
留
学
生

個
人
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
あ
る
。
初
期
留
学
生
の
東
京
専
門
学
校
入
学
ま
で
の
経
緯
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
ら
の
帰
国
後
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の
活
動
に
関
し
て
も
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
た
い
。

二　

学
内
資
料
再
調
査
の
成
果

　

本
節
で
は
、
一
八
八
〇
年
代
の
東
京
専
門
学
校
初
期
留
学
生
に
関
す
る
基
礎
的
な
デ
ー
タ
の
確
認
か
ら
始
め
た
い
。
今
回
の
調
査
で
用

い
た
の
は
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
す
る
「
学
費
領
収
簿
関
係
資
料
」
で
あ
る
。
当
該
資
料
は
、
学
費
や
寄
宿
舎
費
な
ど
を
学
生

が
学
校
に
支
払
っ
た
際
の
領
収
簿
で
あ
り
、
学
生
簿
を
補
う
性
格
の
資
料
で
あ
る
。

　

最
初
に
、
本
学
を
最
初
に
卒
業
し
た
朝
鮮
人
留
学
生
・
洪
奭
鉉
の
入
学
年
の
検
討
か
ら
は
じ
め
る
。
彼
の
入
学
年
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
『
百
年
史
』
に
お
い
て
、「
自
分
は
明
治
二
十
六
年
の
頃
初
め
て
早
稲
田
学
校
へ
入
学
し
、
学
資
な
き
苦
学
海
を
泳
ぐ
こ
と
と
な
り

ま
し
た４
」
と
い
う
本
人
の
文
章
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
文
献
等
で
一
八
九
三
年
（
明
治
二
六
）
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

『
明
治
二
十
七
年
九
月　

政
学
部
学
費
・
舎
費
・
月
俸
領
収
簿５
』
に
は
洪
奭
鉉
の
項
目
が
あ
り
、「
入
学
年
月　

明
治
二
十
七
年
九
月
十
二

日
」
と
い
う
記
述
と
、「
邦
語
政
治
科　

壱
年
」
の
朱
印
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。当
時
の
修
業
年
限
が
三
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、

洪
奭
鉉
の
入
学
年
は
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
）
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
一
八
八
〇
年
代
の
留
学
生
に
関
し
て
は
、
学
籍
簿６
で
は
前
述
の
金
漢

以
外
に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
一
方
で
、『
東

京
専
門
学
校
学
生
名
簿
（
明
治
十
七
年
十
月
ニ
起
ル７
）』
で
は
「
法　

朝
鮮
国
京
南
松
峴　

嚴
柱
興
」、「
政　

朝
鮮
国
京
安
洞　

申
載
永
」、「
英

　

元
治
元
年
十
二
月　

朝
鮮
国
漢
城
府
安
洞　

金
漢

」
と
い
う
三
人
の
朝
鮮
人
留
学
生
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
人
物
に
関
し
て
、『
明
治
十
七
年
九
月 

学
費
領
収
簿８
』
で
は
、
①
「
嚴
柱
興　

十
月
三
日
入
学
舎
仝
十
六
日
下
宿
」

と
、
②
「
申
載
永　

十
月
三
日
入
学
舎
一
月
十
日
ヨ
リ
当
分
欠
課
一
月
廿
六
日
退
学
」
の
記
述
を
、『
明
治
十
七
年
九
月　

月
俸
領
取
通
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簿９
』
で
は
、
③
「
十
一
月
四
日
（
略
）
金
貮
円
八
拾
銭　

十
一
月
分　

申
載
永
、
金
貮
円
六
拾
壱
銭
三
厘　

十
月
分　

仝
人
、
金
壱
円
二

拾
壱
銭
三
厘　

仝　

嚴
柱
興
」
と
、
④
「
十
二
月
八
日　

金
貮
円
八
拾
銭　

十
二
月
分　

申
載
永
」
の
記
述
を
、『
明
治
十
八
年
九
月　

学
費
領
収
簿Ａ
』
で
は
、
⑤
「
金
漢
　

十
月
五
日
入
学
舎
二
月
八
日
外
出
」
の
記
述
を
、
そ
れ
ぞ
れ
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

上
記
の
学
内
所
蔵
資
料
の
記
述
か
ら
、
以
下
の
事
実
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
一
八
八
四
年
（
明
治
十
七
）
十
月

三
日
に
申
載
永
と
嚴
柱
興
の
二
名
の
朝
鮮
人
留
学
生
が
東
京
専
門
学
校
に
入
学
し
て
い
る
こ
と
、第
二
に
、申
載
永
は
翌
一
八
八
五
年
（
明

治
一
八
）
一
月
二
六
日
に
退
学
し
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
嚴
柱
興
の
退
学
年
は
不
明
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
金
漢

は
一
八
八
五
年
（
明

治
一
八
）
十
月
五
日
に
入
学
し
、
翌
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
二
月
八
日
頃
に
退
学
し
た
こ
と
、
の
四
点
で
あ
る
。

　

第
一
の
点
は
、
前
出
の
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
記
事
と
も
一
致
す
る
内
容
で
あ
る
。
一
八
八
四
年
九
月
一
三
日
の
新
聞
記
事
は
、
東
京

専
門
学
校
が
同
年
七
月
と
九
月
に
入
学
試
験
を
実
施
し
、
九
月
二
三
日
に
は
地
方
学
生
の
た
め
の
第
三
回
試
験
が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
記

事
に
続
い
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、「
朝
鮮
人
二
名
」
が
一
八
八
四
年
一
〇
月
の
入
学
予
定
者
と
解
釈
す
れ
ば
辻
褄
が
合
う
。
ま
た
、
第
三

の
嚴
柱
興
の
退
学
時
期
に
つ
い
て
は
、『
明
治
十
七
年
九
月　

学
費
領
収
簿
』
で
の
嚴
柱
興
に
関
す
る
最
後
の
記
述
が
、
一
八
八
五
年
一

月
一
日
の
教
場
費
支
払
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
申
載
永
と
同
様
に
一
八
八
五
年
一
月
頃
に
は
退
学
し
て
い
た
と
推
測
し
て
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。

三　

三
人
の
東
京
専
門
学
校
へ
の
留
学
生

　

学
内
資
料
で
確
認
し
た
三
人
の
東
京
専
門
学
校
初
期
留
学
生
、
申
載
永
・
嚴
柱
興
・
金
漢

の
三
人
の
朝
鮮
人
留
学
生
は
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
東
京
専
門
学
校
に
入
学
し
、
帰
国
後
は
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
辿
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
の
前
提
と
し
て
、
明
治
初
期
に
お
け
る
朝
鮮
人
留
学
生
史
に
つ
い
て
既
存
の
研
究
成
果
を
も
と
に
整
理
し
て
お
き
た
いＢ
。
日
本
の
教

育
機
関
で
学
ん
だ
最
初
の
留
学
生
は
、
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
に
慶
応
義
塾
に
学
ん
だ
柳
定
秀
と
兪
吉
濬
で
あ
る
。
二
人
は
、
同
年

五
月
に
日
本
国
内
視
察
の
た
め
朝
鮮
政
府
よ
り
派
遣
さ
れ
た
使
節
（
朝
士
視
察
団
）
の
随
行
員
で
あ
り
、
魚
允
中
を
通
じ
て
福
澤
諭
吉
に

預
け
ら
れ
慶
応
義
塾
で
学
ん
だ
。
彼
ら
は
視
察
団
帰
国
後
も
日
本
に
残
留
し
た
。
ま
た
、
同
使
節
団
か
ら
は
尹
致
昊
が
中
村
正
直
の
同
人

社
に
託
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
の
時
期
の
留
学
生
派
遣
に
花
房
義
質
の
積
極
的
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
も
既
に
多
く
の
文
献
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
一
八
八
三
年
以
降
の
金
玉
均
・
朴
泳
孝
を
中
心
と
し
た
開
化
派
に
よ
る
留
学
生
派
遣
事
業
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
か
ら
日
本
へ
の

留
学
生
派
遣
が
本
格
化
す
る
。
ま
た
、
福
澤
諭
吉
と
金
玉
均
が
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
八
八
三
年
の
朝
鮮
人
留
学
生
の
多

く
が
慶
応
義
塾
で
学
ん
で
い
る
。『
慶
応
義
塾
五
十
年
史
』
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

金
玉
均
氏
の
斡
旋
に
て
、
数
十
名
の
生
徒
を
送
り
来
り
、
慶
応
義
塾
に
て
は
、（
略
）
先
ず
日
本
語
を
教
へ
、
日
本
語
に
て
一
と
通
り
用
を
弁
ず
る

に
至
る
を
待
ち
、
之
を
或
は
陸
軍
省
に
依
頼
し
て
、
陸
軍
の
学
校
に
入
れ
、
或
は
横
浜
の
税
関
長
に
相
談
し
て
、
税
関
の
事
務
を
見
習
は
し
め
、
或

は
逓
信
省
に
依
頼
し
て
、
郵
便
事
務
を
稽
古
せ
し
む
る
あ
れ
ば
、
或
は
農
学
校
に
送
り
て
、
農
学
を
修
め
し
め
た
る
者
、
前
後
殆
ど
六
十
名
に
達
せ

し
（
五
三
九
頁
）

　

当
該
期
の
朝
鮮
人
留
学
生
の
多
く
は
、
福
沢
諭
吉
の
邸
宅
や
慶
応
義
塾
内
に
下
宿
し
、
日
本
語
教
育
な
ど
の
初
等
教
育
を
受
け
、
そ
の

後
に
戸
山
学
校
（
陸
軍
）
を
は
じ
め
日
本
国
内
の
専
門
的
教
育
機
関
で
学
ん
だ
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
一
八
八
四
年
に
は
金
玉
均
に
よ
る
日
本
で
の
資
金
調
達
活
動
の
挫
折
に
よ
っ
て
、
戸
山
学
校
に
学
ん
だ
学
生
を
中
心
に
、
多

く
の
留
学
生
が
同
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
金
玉
均
自
身
は
四
月
に
帰
国
し
て
い
る
）。
さ
ら
に
、
帰
国
し
た
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留
学
生
の
大
半
は
一
八
八
四
年
一
二
月
の
甲
申
政
変
に
参
加
し
、
殺
害
・
処
刑
さ
れ
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
一
部
の
留
学
生
は
、
政

変
後
に
金
玉
均
や
朴
泳
孝
と
と
も
に
日
本
に
亡
命
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
甲
申
政
変
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
開
化
派
主
導
の
留
学
生
派
遣
事
業
も
頓
挫
し
た
。
一
八
八
五
年
二
月
に
は
、
留
学
生
に
対
し
て

朝
鮮
政
府
か
ら
帰
国
の
命
令
が
出
さ
れ
た
。
同
時
に
、
甲
申
政
変
の
事
後
処
理
の
た
め
に
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
徐
相
雨
使
節
団
も
、
留
学

生
の
帰
国
を
促
す
任
務
を
負
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
部
の
留
学
生
を
除
い
て
帰
国
命
令
に
従
わ
ず
、
多
く
の
留
学
生
は
一
八
八
五
年
三

月
以
後
も
日
本
に
留
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
留
学
生
派
遣
は
途
絶
し
、
再
び
朝
鮮
か
ら
留
学
生
が
派
遣
さ
れ
る
の
は
、
一
八
八
四
年
七
月
以
降
の
甲
午

改
革
期
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
通
説
的
な
理
解
で
あ
るＣ
。

　

東
京
専
門
学
校
に
一
八
八
四
年
と
一
八
八
五
年
に
入
学
し
た
三
人
の
朝
鮮
人
留
学
生
の
動
向
も
、
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
の
政
治
情
勢

を
背
景
と
す
る
全
体
的
状
況
と
無
関
係
で
は
な
い
。
以
下
、
三
人
の
留
学
生
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
判
明
し
て
い
る
情
報
を
個
別
に
整
理

す
る
。

（
一
）
申
載
永

　

韓
国
で
発
行
さ
れ
た
『
親
日
人
名
事
典Ｄ
』
に
は
、申
載
永
と
い
う
人
物
の
詳
細
な
履
歴
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
親
日
人
名
事
典
』
の
「
申

載
永
」
は
、
一
八
六
四
年
五
月
生
ま
れ
、
一
八
八
三
年
に
日
本
に
派
遣
さ
れ
税
関
事
務
や
政
治
学
を
学
ん
だ
。
一
八
八
五
年
に
帰
国
、
七

月
に
統
理
交
渉
通
商
事
務
衙
門
主
事
、
一
八
八
六
年
一
月
に
釜
山
海
関
監
理
署
書
記
官
に
就
任
し
た
。
し
か
し
、
一
八
八
八
年
七
月
に
は

風
紀
紊
乱
容
疑
で
咸
鏡
道
高
原
郡
へ
流
刑
、
一
八
九
四
年
七
月
に
赦
免
さ
れ
て
官
界
に
復
帰
す
る
。
そ
の
後
は
、
一
八
九
五
年
一
月
に
軍

務
衙
門
参
議
、
同
年
四
月
に
法
部
検
事
局
長
、
一
八
九
九
年
六
月
に
法
部
法
務
局
長
、
一
九
〇
〇
年
一
一
月
陸
軍
法
院
理
事
、
一
九
〇
八
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年
六
月
平
壌
公
訴
院
判
事
、
一
九
一
〇
年
二
月
京
城
公
訴
院
判
事
な
ど
司
法
官
僚
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
た
。

　

一
九
一
〇
年
の
「
韓
国
」
併
合
以
後
も
司
法
官
僚
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
継
続
す
る
。
特
に
、
判
事
と
し
て
義
兵
運
動
に
対
す
る
取
り

締
ま
り
や
義
兵
関
連
裁
判
に
深
く
関
わ
っ
た
。
一
九
一
二
年
三
月
に
は
咸
鏡
南
道
咸
鏡
郡
守
へ
転
任
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
八
年
に

か
け
て
は
咸
鏡
南
道
地
方
土
地
調
査
委
員
会
臨
時
委
員
を
つ
と
め
る
な
ど
、
朝
鮮
総
督
府
に
よ
る
地
方
支
配
の
実
務
官
吏
と
し
て
活
動
し

た
。
一
九
二
三
年
一
二
月
に
は
退
職
、
一
九
三
一
年
五
月
一
八
日
に
死
去
し
た
。

　

こ
の
『
親
日
人
名
事
典
』
の
「
申
載
永
」
と
、
一
八
八
四
年
一
〇
月
に
東
京
専
門
学
校
に
入
学
し
た
申
載
永
を
明
確
に
結
び
付
け
る
新

聞
記
事
が
存
在
す
る
。
一
八
九
五
年
九
月
七
日
付
『
読
売
新
聞
』
の
記
事
で
あ
り
、
以
下
に
そ
の
全
文
を
紹
介
す
る
。

　

○
韓
人
申
載
永
再
来
ら
ん
と
ぞ

嘗
て
東
京
専
門
学
校
に
在
り
て
法
律
科
を
修
め
帰
朝
せ
し
韓
人
申
載
永
ハ
其
後
不
幸
に
も
甲
申
党
の
余
類
な
り
と
誤
解
せ
ら
れ
五
年
間
島
流
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
り
し
が
其
後
赦
さ
れ
て
朝
鮮
国
法
部
の
検
事
局
長
と
な
り
稍
日
本
に
て
修
め
た
る
学
科
を
試
む
る
の
時
来
た
る
に
よ
り
此
際
更
に
新
思

想
を
養
は
ん
と
て
近
日
来
朝
す
べ
し
と
の
こ
と
な
り
出
発
の
期
ハ
朝
鮮
政
府
の
都
合
も
あ
れ
バ
未
だ
確
定
せ
ず
と

　
『
親
日
人
名
事
典
』
の
「
申
載
永
」
の
項
目
に
も
、
一
八
九
五
年
四
月
二
九
日
に
法
部
検
事
局
長
に
就
任
し
た
と
の
記
述
が
あ
り
、『
読

売
新
聞
』
の
記
事
内
容
と
一
致
す
る
。
ま
た
、「
五
年
間
の
島
流
し
」
と
い
う
記
述
も
、『
親
日
人
名
事
典
』
の
一
八
八
八
年
の
流
刑
、
一

八
九
四
年
七
月
の
赦
免
と
い
う
記
述
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
申
載
永
は
開
化
派
に
よ
っ
て
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
留
学
生
の

一
人
で
あ
り
、「
甲
申
党
の
余
類
な
り
と
誤
解
せ
ら
れ
」
と
い
う
記
述
と
齟
齬
し
な
い
。

　

彼
が
一
八
九
五
年
九
月
に
来
日
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
以
上
の
資
料
に
よ
っ
て
『
親
日
人
名
事
典
』
の
申
載
永
と
、
東

京
専
門
学
校
に
入
学
し
た
「
申
載
永
」
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
判
断
し
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
申
載
永
の
来
日
時
期
を
示
す
資
料
も
存
在
す
る
。
当
該
資
料Ｅ
は
一
八
八
三
年
五
月
一
六
日
付
で
、
竹
添
進
一
郎
の
依
頼
に
よ
っ

て
軍
艦
比
叡
に
朝
鮮
人
一
九
名
が
仁
川
で
乗
船
、
長
崎
で
下
船
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
文
書
で
あ
り
、
申
載
永
の
名
前
も
こ
の
乗
船
名
簿

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
比
叡
に
は
牛
場
卓
造
と
松
尾
三
代
太
郎
が
同
行
し
て
い
る
。
牛
場
卓
造
は
内
務
官
僚
で
あ
っ
た
が
、
明
治

一
四
年
の
政
変
で
下
野
、
そ
の
後
は
福
澤
諭
吉
の
推
薦
に
よ
っ
て
一
八
八
二
年
に
井
上
角
五
郎
と
と
も
に
朝
鮮
政
府
顧
問
に
就
任
し
たＦ
。

松
尾
三
代
太
郎
は
福
澤
門
下
で
あ
り
、
金
玉
均
へ
の
支
援
や
甲
申
事
変
へ
の
関
与
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
船
し
た
朝
鮮
人
の
な

か
に
は
徐
載
弼
や
林
殷
明
な
ど
開
化
派
の
人
物
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
一
九
名
の
乗
船
名
簿
か
ら
は
、
甲
申
事
変
に
参
加
し
て
死
亡
し

た
人
物
七
名
（
徐
載
昌
・
李
建
英
・
申
重
模
・
鄭
行
徴
・
尹
泳
観
・
李
乗
虎
・
白
楽
雲
）、
甲
申
事
変
後
に
金
玉
均
・
朴
泳
孝
と
と
も
に
日
本
に

亡
命
し
た
人
物
三
名
（
徐
載
弼
・
林
殷
明
・
申
應

）
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
比
叡
に
は
金
漢

も
乗
船
し
て
い
る
。

　

一
八
八
四
年
五
月
の
朝
鮮
人
留
学
生
来
航
は
、『
時
事
新
報
』
の
記
事Ｇ
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
朝
鮮
人
留
学
生
の
名
前
は
一

部
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
五
月
一
二
日
に
長
崎
に
入
港
し
た
こ
と
、
留
学
生
た
ち
は
牛
場
卓
造
の
案
内
で
五
月
二
〇
日
に
東
京
に
到
着

し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
来
日
後
の
申
載
永
の
足
取
り
を
明
確
に
す
る
資
料
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
慶
応
義
塾
で
日
本
語
等

を
学
び
な
が
ら
、
横
浜
税
関
で
の
実
地
研
修
な
ど
を
受
け
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　

東
京
専
門
学
校
へ
の
最
初
の
留
学
生
で
あ
る
申
載
永
は
、
開
化
派
に
よ
る
留
学
生
派
遣
と
し
て
一
八
八
三
年
五
月
に
来
日
し
、
一
八
八

三
年
五
月
か
ら
翌
一
八
八
四
年
九
月
ま
で
の
活
動
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
徐
載
弼
を
中
心
と
し
た
留
学
生
が
帰
国
し
た
一
八
八
四
年
七

月
以
降
も
日
本
に
滞
在
し
て
、
一
八
八
四
年
一
〇
月
に
東
京
専
門
学
校
政
治
経
済
学
科
に
入
学
し
た
。
帰
国
時
期
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、

一
八
八
五
年
三
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
時
期
に
、
朝
鮮
政
府
か
ら
の
命
令
に
よ
っ
て
帰
国
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
同
年
七
月
に
は
統
理

交
渉
通
商
事
務
衙
門
主
事
に
就
任
す
る
も
の
の
、
開
化
派
と
目
さ
れ
一
八
八
八
年
に
流
刑
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
開
化
派
復
権
後
の
一
八

九
四
年
七
月
に
は
復
職
し
、
そ
の
後
は
主
に
法
務
官
僚
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
、
一
九
一
〇
年
の
「
韓
国
」
併
合
以
降
も
公
訴
院
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判
事
や
郡
守
と
し
て
活
動
し
た
。

（
二
）
嚴
柱
興

　
「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
スＨ
」
内
に
は
嚴
柱
興
と
同
姓
同
名
の
人
物
が
存
在
す
る
。「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
「
嚴
柱
興
」
は
、
一
八

五
八
年
に
生
ま
れ
、
一
九
〇
八
年
に
死
去
し
て
い
る
。
官
歴
と
し
て
は
、
一
八
八
二
年
三
月
に
入
格
（
科
挙
の
小
科
ま
た
は
初
試
合
格
）、
一

八
八
五
年
五
月
一
日
に
総
理
交
渉
通
商
事
務
衙
門
主
事
に
就
任
、
同
年
六
月
二
一
日
に
は
内
務
府
副
主
事
に
降
格
す
る
。
一
八
九
四
年
六

月
に
寧
越
府
使
、
一
八
九
五
年
四
月
に
度
支
参
書
官
に
就
任
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
八
九
六
年
九
月
に
は
税
務
視
察
官
に
任
命
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
森
万
佑
子
「
朝
鮮
近
代
の
外
交
実
務
担
当
者
に
関
す
る
基
礎
的
研
究Ｉ
」
に
は
、
嚴
柱
興
と
い
う
人
物

が
一
八
八
五
年
五
月
一
日
か
ら
六
月
二
二
日
ま
で
統
理
交
渉
通
商
事
務
衙
門
主
事
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
森
論
文
の

嚴
柱
興
と
「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
「
嚴
柱
興
」
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
「
嚴
柱
興
」
と
、
一
八
八
四
年
一
〇
月
に
東
京
専
門
学
校
に
入
学
し
た
嚴
柱
興
と
を
直
接
に
結
び
付
け

る
資
料
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
一
八
八
三
年
七
月
七
日
の
『
時
事
新
報
』
に
は
、
慶
応
義
塾
へ
の
留
学
生
と
し
て
一
二
名
の
朝
鮮

人
学
生
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
一
人
に
嚴
柱
興
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
一
二
名
の
な
か
に
は
、
朴
泳
孝
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
甲
申
政

変
後
に
金
玉
均
と
と
も
に
日
本
へ
亡
命
す
る
鄭
蘭
教
や
李
奎
完
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
期
の
留
学
生
が
限
ら
れ
た
人

数
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
「
嚴
柱
興
」
と
東
京
専
門
学
校
に
在
籍
し
た
嚴
柱
興
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
判

断
し
て
も
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

申
載
永
と
同
じ
く
東
京
専
門
学
校
へ
の
最
初
の
留
学
生
で
あ
る
嚴
柱
興
は
一
八
八
三
年
七
月
に
来
日
、
申
載
永
と
同
様
に
慶
応
義
塾
等

で
学
び
な
が
ら
、
一
八
八
四
年
一
〇
月
に
東
京
専
門
学
校
法
律
学
科
に
入
学
し
た
。
翌
一
八
八
五
年
一
月
頃
に
は
退
学
し
た
と
推
定
さ
れ
、
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同
年
三
月
に
は
徐
相
雨
使
節
団
と
と
も
に
帰
国
し
て
い
るＪ
。
帰
国
後
は
総
理
交
渉
通
商
事
務
衙
門
主
事
等
を
歴
任
す
る
が
、
一
八
八
五
年

六
月
か
ら
一
八
九
四
年
六
月
ま
で
の
空
白
期
間
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
申
載
永
と
同
様
に
甲
申
政
変
と
の
関
係
で
流
刑
（
処
罰
）
さ
れ
て
い

た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
八
九
四
年
の
復
職
後
は
地
方
官
と
し
て
活
動
し
、
一
九
〇
八
年
に
五
〇
歳
で
死
去
し
た
。

（
三
）
金
漢

　

前
述
の
申
載
永
の
来
日
が
記
載
さ
れ
た
公
文
書
（
乗
船
名
簿
）
に
は
金
漢

の
名
前
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
東
京
専
門
学
校
に
一
八
八

五
年
一
〇
月
に
入
学
し
た
金
漢

と
、
一
八
八
三
年
五
月
に
来
日
し
た
金
漢

、
及
び
「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
等
で
僅
か
に
確
認
で

き
る
金
漢

と
い
う
人
物
を
直
接
に
結
び
付
け
る
資
料
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
当
該
期
に
日
本
へ
留
学
し
た
人
物
が
限
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
一
連
の
資
料
に
登
場
す
る
金
漢

と
い
う
人
物
は
同
一
で
あ
る
と
判
断
し
、
以
下
に
そ
の
情
報
を
整
理
す
る
。

　

金
漢

の
生
年
及
び
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
八
七
一
年
二
月
に
は
五
衛
将
五
単
と
い
う
ポ
ス
ト
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
嚴

柱
興
や
申
載
永
と
は
異
な
り
武
官
と
し
て
の
経
歴
を
有
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
八
八
三
年
五
月
に
来
日
し
、
一
八
八
三
年
九
月
に
慶
応

義
塾
に
正
科
生
（
予
科
）
と
し
て
入
学
、
一
八
八
五
年
七
月
ま
で
慶
応
義
塾
に
在
籍
し
たＫ
。
ま
た
、
甲
申
政
変
後
の
一
八
八
五
年
二
月
に

出
さ
れ
た
帰
国
命
令
を
拒
否
し
、
一
八
八
五
年
以
降
も
日
本
で
の
留
学
を
継
続
し
た
。
一
八
八
五
年
一
〇
月
に
は
東
京
専
門
学
校
英
学
科

に
入
学
し
た
も
の
の
、
翌
一
八
八
六
年
二
月
頃
に
退
学
し
、
同
年
五
月
に
は
同
じ
く
日
本
に
留
学
し
て
い
た
一
〇
数
名
の
留
学
生
と
と
も

に
帰
国
の
途
に
着
い
たＬ
。
帰
国
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
全
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
朝
鮮
開
化
期
を
研
究
す
る
李
光
麟
氏
は
、
金

漢

が
同
じ
く
帰
国
し
た
留
学
生
と
と
も
に
処
刑
さ
れ
た
と
推
測
し
て
お
りＭ
、
当
時
の
政
治
情
勢
か
ら
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
る
。
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四　

明
治
一
九
年
の
留
学
生
？

　

最
後
に
一
八
八
六
年
の
東
京
専
門
学
校
留
学
生
に
関
す
る
新
聞
記
事
を
紹
介
す
る
。
こ
の
新
聞
記
事
の
内
容
は
憶
測
で
あ
り
、
事
実
で

あ
る
と
は
考
え
に
く
い
も
の
の
、
当
時
の
留
学
生
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
紹
介
す
る
。
一
八
八
六
年
八
月
一
〇
日
の

『
毎
日
新
聞
』
に
は
以
下
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

○
朝
鮮
の
書
生　

是
れ
ま
で
金
玉
均
氏
に
随
従
ひ
居
た
る
四
名
の
書
生
中
李
允
果
は
同
氏
と
與
に
小
笠
原
嶋
へ
行
き
し
が
柳
赫
魯
、
鄭
蘭
教
、
申
應

の
三
人
は
牛
込
早
稲
田
な
る
東
京
専
門
学
校
に
入
り
て
学
問
す
る
よ
し
其
の
費
用
は
在
野
の
或
る
紳
士
が
惠
む
と
云
ふ

　

一
八
八
六
年
八
月
に
横
浜
に
滞
在
し
て
い
た
金
玉
均
は
、
日
本
政
府
の
企
図
に
よ
っ
て
小
笠
原
に
移
送
さ
れ
た
。
柳
赫
魯
、
鄭
蘭
教
、

申
應

の
三
名
は
甲
申
政
変
後
に
金
玉
均
と
共
に
日
本
に
亡
命
し
て
お
り
、
金
玉
均
の
小
笠
原
移
送
後
は
庇
護
者
を
失
っ
た
状
態
に
あ
っ

た
。
こ
の
三
名
が
東
京
専
門
学
校
に
入
学
し
た
記
録
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
東
京
専
門
学
校
関
係
者
が
三
名
を
庇
護

し
た
、
も
し
く
は
東
京
専
門
学
校
入
学
を
周
旋
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
新
聞
記
事
を
見
た
田
中
正
造
が
、
記
事
の
内
容
に
つ
い
て
大
隈
重
信
に
書
簡
23
を
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

八
月
一
三
日
付
の
書
簡
で
田
中
正
造
は
、
東
京
専
門
学
校
が
金
玉
均
の
書
生
で
あ
る
三
名
の
学
生
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
「
又
々
君
之
徳

望
と
外
交
永
遠
の
長
策
に
富
め
る
を
愚
察
仕
、
深
く
感
謝
罷
在
候
」
と
称
賛
し
て
い
る
。

　

当
時
、
亡
命
中
の
金
玉
均
を
は
じ
め
と
す
る
開
化
派
へ
の
広
範
な
〝
同
情
〞
が
存
在
し
た
こ
と
、
栃
木
在
住
の
田
中
正
造
も
開
化
派
の

動
向
を
注
視
し
て
い
た
こ
と
、
開
化
派
へ
の
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
東
京
専
門
学
校
や
そ
の
関
係
者
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
多
く
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の
興
味
深
い
事
実
を
想
定
す
る
が
で
き
る
。
従
来
、
福
澤
諭
吉
や
慶
応
義
塾
を
中
心
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
開
化
派
支
援
勢
力
が
、
よ

り
広
範
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
推
論
は
あ
く
ま
で
憶
測
に
過
ぎ
ず
、
今
後
本
格
的
な
研

究
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
明
治
一
七
年
と
一
八
年
に
東
京
専
門
学
校
に
入
学
し
た
三
人
の
朝
鮮
人
留
学
生
に
つ
い
て
、
そ
の
在
籍
期
間
や
留
学
前
後

の
経
歴
に
つ
い
て
可
能
な
か
ぎ
り
明
ら
か
に
し
た
。

　

三
人
の
朝
鮮
人
留
学
生
は
、
朝
鮮
開
化
派
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
留
学
生
群
の
一
員
で
あ
っ
た
。
申
載
永
と
嚴
柱
興
は
慶
応
義
塾
で
基

礎
教
育
を
受
け
た
後
、
東
京
専
門
学
校
に
学
ん
だ
。
ま
た
、
金
漢

は
慶
応
義
塾
の
正
規
生
と
し
て
二
年
間
学
ん
だ
後
、
東
京
専
門
学
校

に
入
学
し
た
。
三
人
と
も
に
東
京
専
門
学
校
で
学
ん
だ
期
間
は
ご
く
僅
か
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
開
校
か
ら
二
年
後
に
東
京
専
門
学
校
で

学
ん
だ
朝
鮮
人
学
生
の
存
在
を
実
証
で
き
た
こ
と
は
、
本
学
と
東
ア
ジ
ア
と
の
関
係
を
考
察
す
る
う
え
で
貴
重
な
事
例
と
な
る
。
一
八
八

〇
年
代
に
お
け
る
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
に
関
す
る
研
究
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
今
後
は
、
東
京
専
門
学
校
時
代
の
留
学
生

に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
が
待
た
れ
る
。

　

追
記　

本
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
慶
応
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
・
西
澤
直
子
氏
、
及
び
福
島
大
学
経
済
経
営
学
類
准
教

授
・
伊
藤
俊
介
氏
か
ら
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
特
に
、
朝
鮮
語
資
料
の
解
読
・
分
析
に
関
し
て
は
伊
藤
俊
介
氏
の
協
力
に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
末
尾
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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資料　留学生略年譜

申載永

年　月　日 事　　　項

1864年５月４日 生誕

1883年５月 日本留学（５月12日長崎着）

1884年10月３日 東京専門学校政治経済学科入学

1885年１月26日 東京専門学校政治経済学科退学

1885年７月（８月） 統理交渉通商事務衙門主事

1886年１月 釜山海関監理署書記官

1888年７月 風紀紊乱容疑で咸鏡道高原郡に流刑

1894年７月 赦免

1894年10月 統理交渉通商事務衙門

1895年１月 軍務衙門参議

1895年４月29日 法部検事局長

1900年11月 陸軍法院理事

1905年４月 軍部参謀局第一課長

1906年６月 陸軍幼年学校長

1907年９月 軍隊解散により免官

1908年１月 京畿観察道揚州郡守

1908年６月 平壌公訴院判事

1909年３月 京城公訴院判事（1912年３月まで）、判事として義兵闘争関連裁判に関わる

1912年３月 咸鏡南道咸鏡郡守

1914年５月 咸鏡南道地方土地調査委員会臨時委員（1918年３月まで）

1918年７月 咸鏡南道高原郡守

1921年３月 勲六等瑞宝章

1922年３月 高等官四等

1922年５月 休職

1923年12月 休職期間満了により退職

1931年５月18日 死去
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嚴柱興

年　月　日 事　　　項

1858年 生誕

1882年３月３日 入格（幼学）

1883年７月 日本留学

1884年10月３日 東京専門学校法律学科入学

1885年１月頃 東京専門学校法律学科退学

1885年２月 帰国命令に対して自ら帰国を願い出る

1885年３月 徐相雨使節とともに帰国

1885年５月 統理交渉通商事務衙門主事三単

1885年６月21日 統理交渉通商事務衙門副主事に降格（甲申事変に関連して流罪ヵ）

1894年６月26日 寧越府使

1895年２月２日 度支参議

1895年４月１日 度支参書官

1896年９月６日 税務視察官

1908年 死去

金漢

年　月　日 事　　　項

1871年２月 五衛将五単

1883年５月 日本留学（５月12日長崎着）

1883年９月 慶応義塾入学

1885年６月 山岡鉄舟のもとで撃剣を学ぶ

1885年10月５日 東京専門学校英学科入学

1886年２月頃 東京専門学校英学科退学

1886年５月 帰国
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註（
１

） 

『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
一
巻
、
一
九
七
八
年
、
九
一
八
頁
。

（
２

） 
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
早
稲
田
大
学
編
集
委
員
会
『
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
早
稲

田
大
学
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
八
頁
。
当
該

項
目
の
文
責
は
関
田
か
お
る
。

（
３

） 

前
掲
『
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
早
稲
田
大
学
』
で
は
金
漢
琦
と
表
記
し
て

い
る
が
、
正
確
に
は
金
漢

で
あ
る
。
本
論
文
で
は
煩
雑
で
あ
る
た

め
、
金
漢

で
統
一
し
て
表
記
す
る
。

（
４

） 

洪
奭
鉉
「
早
稲
田
在
学
中
の
感
」『
早
稲
田
学
報
』
三
九
九
号
、

一
九
二
八
年
、
三
一
頁
。

（
５

） 

三
号
館
旧
蔵
資
料
№
102
、
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所

蔵
。

（
６

） 

早
稲
田
大
学
教
務
部
所
蔵
、
非
公
開
。
学
籍
簿
に
は
「
朝
鮮　

明

治
一
八
年
十
月
九
日
﹇
入
学
年
│
筆
者
注
﹈　

英　

金
漢

」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。『
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
早
稲
田
大
学
』
で
関
田
は
「
朝

鮮
籍
」
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
出
身
地
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。

（
７

） 

早
稲
田
大
学
教
務
部
所
蔵
、
非
公
開
。

（
８

） 

三
号
館
旧
蔵
資
料
№
60
│

５

、
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン

タ
ー
所
蔵
。

（
９

） 

三
号
館
旧
蔵
資
料
№
60
│

６

、
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン

タ
ー
所
蔵
。

（
10
） 

三
号
館
旧
蔵
資
料
№
60
│

10
、
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン

タ
ー
所
蔵
。

（
11
） 

永
井
道
雄
・
原
芳
男
・
田
中
宏
『
ア
ジ
ア
留
学
生
と
日
本
』
日
本

放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
三
年
。
琴
秉
洞
『
金
玉
均
と
日
本
』
緑
蔭

書
房
、
一
九
九
一
年
。
柳
永
益
『
日
清
戦
争
期
の
韓
国
改
革
運
動
』

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
12
） 

最
初
の
卒
業
生
で
あ
る
洪
奭
鉉
の
派
遣
も
甲
午
改
革
期
の
政
治
情

勢
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
詳
細
な
検
討
は
別
稿

に
譲
る
。

（
13
） 

親
日
人
名
事
典
編
纂
委
員
会
『
親
日
人
名
事
典
』
民
族
問
題
研
究

所
、
二
〇
〇
九
年
。

（
14
） 

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）RefC10101006300

、

「
明
治
一
六
年　

受
号
通
覧　

巻
九　

自
五
月
一
二
日
至
五
月
三
一

日
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
15
） 

一
八
八
三
年
五
月
に
は
帰
国
、
そ
の
後
は
衆
議
院
議
員
や
山
陽
鉄

道
会
社
の
経
営
な
ど
に
従
事
し
た
。

（
16
） 

『
時
事
新
報
』
一
八
八
四
年
五
月
二
一
日
。

（
17
） 

韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
「
韓
国
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
よ
り
参
照
。

（
18
） 

森
万
佑
子
「
朝
鮮
近
代
の
外
交
実
務
担
当
者
に
関
す
る
基
礎
的
研

究
」（『
ア
ジ
ア
地
域
文
化
研
究
』
九
号
、
二
〇
一
二
年
）

（
19
） 

『
読
売
新
聞
』
一
八
八
五
年
三
月
二
六
日
、
同
記
事
は
多
く
の
留

学
生
が
帰
国
を
拒
否
し
た
こ
と
、
兪
性
濬
と
嚴
柱
興
の
二
名
の
み
が

帰
国
す
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

（
20
） 
慶
応
義
塾
一
五
〇
年
史
資
料
集
編
集
委
員
会
『
慶
応
義
塾
一
五
〇

年
史
資
料
集
』
一
、
二
二
八
頁
。

（
21
） 

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
八
八
六
年
五
月
一
五
日
付
、
同
記
事
は
今
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回
の
留
学
生
帰
国
に
関
し
て
、
亡
命
中
の
金
玉
均
と
残
留
学
生
と
の

結
び
つ
き
を
危
惧
し
た
朝
鮮
政
府
の
思
惑
が
存
在
す
る
と
推
測
し
て

い
る
。

（
22
） 
李
光
麟
「
開
化
初
期　

韓
国
人
의　

日
本
留
学
」『
韓
国
開
化
史

의　

諸
問
題
』
一
潮
閣
、
一
九
八
六
年
。

（
23
） 

一
八
八
六
年
八
月
一
三
日
付
、
大
隈
重
信
宛
田
中
正
造
書
簡
（
早

稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、
イ14B0312-11

）。
田
中
正
造
は
朝
鮮
人

学
生
を
四
名
と
し
て
い
る
が
三
名
の
間
違
い
で
あ
る
。


